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ラオス：輸出による外貨収入に関する合意について 

2024 年 3 月 20 日 

One Asia Lawyers Group ラオス事務所 

1. 背景 

2022 年 10 月 1 日より「改正外国為替管理法（以下、「外為法」）」

が施行され（詳細は 2022 年 12 月 16 日付のニュースレターをご参照

ください）、その後、2023 年 7 月 14 日に「外貨管理の実施に関する

首相命令（No10）（以下、「首相命令」）」が発行され（詳細は

2023 年 7 月 20 日付のニュースレターをご参照ください）、ラオス政府は、特に外貨準備高が不

足している状態を改善するために多くの対策に乗り出しています。今回ラオス中央銀行は、外為

法及び首相命令に基づき、輸出によって得られた外貨収入がラオス国内の輸出入用銀行口座に送

金され、預金された外貨が期限内にラオス国内商業銀行において両替される仕組みの強化を図る

ことで、外貨準備高を増やすために、2024 年 3 月 7 日付で「商品及びサービスの輸出による外貨

収入の管理に関する合意（No333）（以下、「合意」）」を発行し、3 月 29 日より施行される予

定です。 

２．ラオス国内への外貨の送金率及び期限について（合意第 5 条） 

輸出業者は、原則、売買契約書内で規定する支払日までに、受領した外貨をラオス国内の輸出入

用口座へ送金する必要があります。但し、送金期限は、輸出日から数えて 180 日を超えることは

できません。また、分野ごとに、別途、外貨収入の最低送金比率と期間が以下のとおり、定めら

れています。 

分野 最低比率 期限 

鉱山 収入の 85％ 輸出日から数えて 90 日以内 

サービス 収入の 80％ 輸出日から数えて 60 日以内 

農業 収入の 75％ 輸出日から数えて 60 日以内 

その他 収入の 70％ 輸出日から数えて 90 日以内 

電力 収入の 20％ 輸出日から数えて 180 日以内 

 

上記定められた比率と期限内に、外貨をラオス国内の口座に送金することが難しい場合、ラオス

中央銀行外国為替管理局と交渉することで、条件が緩和されることもあります。 

輸出業者は、ラオス国内の預金口座へ外貨収入を送金した後、外為法第 12 条に基づき、外貨を

預金口座のある商業銀行にて両替する必要があります。 
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３．外貨両替比率について 

輸出業者は、輸出からの外貨収入がラオス国内の銀行口座に着金してから 3 日営業日以内に、少

なくとも以下の比率で外貨を商業銀行で両替することが義務づけられています（合意第 7 条）。 

分野 最低比率 

鉱山 ラオス国内の口座に送金された最低比率の 35％ 

農業 ラオス国内の口座に送金された最低比率の 30％ 

電力 ラオス国内の口座に送金された最低比率の 20％ 

サービス ラオス国内の口座に送金された最低比率の 20％ 

その他 ラオス国内の口座に送金された最低比率の 20％ 

 

海外から輸入した商品をラオス国内で加工や組み立てを経ずに、そのままの形で輸出する場合、

得た外貨収入をラオス国内の銀行口座に送金後、一部を両替又はラオス国内でキープを使用する

必要があるときに、両替することが可能となっています。 

４．罰則規定 

合意は、輸出業者、商業銀行及びラオス中央銀行の各部門が適用の範囲となっていますが（合意

第 3 条）輸出業者及び商業銀行については、合意に違反した場合、その程度が軽い場合及び初回

の場合の罰則は、指導、警告や覚書等が科せられます（合意第 21 条）。 

商業銀行については、初回の違反による指導に関わらず、改善が見られず、再度違反した場合は、

以下の通り罰金が科せられます（合意第 22 条）。 

（１）違反額が 10,000,000 キープ（約 500USD）未満の場合及び価格がつけられない禁止事項

に違反した場合：10,000,000 キープから 20,000,000 キープの罰金 

（２）違反額が 10,000,000 キープ以上の場合：違反額の 10％の罰金。但し、最低罰金額は

20,000,000 キープを下回らないこと。 

なお、輸出業者については、初回の違反による指導から改善が見られず、再度違反をした場合は、

外国為替管理局から関連する省庁へ報告したうえで、関連省庁の規定に基づき、商品及びサービ

スを輸出することを停止させられる場合もあります（合意第 23 条）。 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 
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・本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

 

One Asia Lawyers は、日本のクライアントにシームレスで包括的な法的アドバイスを提供す

るために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。私たちは、ASEAN 各国の非常

に複雑で膨大な法律に関するスペシャリストです。日本だけでなく ASEAN 各国にメンバーファ

ームがあり、この地域全体でアクセスしやすく、効率的なサービスを提供しています。 

One Asia Lawyers Group ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 6 名の

体制で対応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを

提供しております。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制と

その留意点」等）を行っております。 

 本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メ

コン地域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナム

で数年間の駐在・実務経験を有し、タイや CLMV の各国につき、現地弁護士と協働して各種法

律調査や進出日系企業に対する各種サポートを行う。 

内野 里美 One Asia Lawyers Group ラオス事務所     

2016 年より One Asia Lawyers Group ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15

年以上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法

律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。 
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